様式第４号（第７条関係）（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）
第　　　　　号
年　　月　　日

　様

清水町長　　　　　　　　 eq \o\ac(□,印)　

清水町減災化推進事業費補助金交付（不交付）決定通知書
年　　月　　日付けで申請があった清水町減災化推進事業費補助金については、次のとおり交付（不交付）を決定します。

１　交付決定金額　　　　　　　円
２　不交付の理由

３　補助事業の区分

· 建築物耐震診断事業　　　　　　　　　　　　 □ 耐震シェルター整備事業
· 木造住宅耐震補強助成事業（補強計画一体型） □ 防災ベッド整備事業
· 木造住宅建替助成事業                       □ 感震ブレーカー設置事業
· 木造住宅移転助成事業

· ブロック塀等耐震改修促進事業（撤去・改善）
４　交付の条件
次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。
　⑴　次に掲げる事項の一に該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。

  　ア　補助事業の内容を変更しようとする場合で次のいずれかに該当するとき。
　　　（ア）　施行箇所の変更

　　　（イ）　総事業費の額の変更

　　イ　補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
⑵　補助事業が予定期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告をしてその指示を受けなければならないこと。
⑶　補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後５年間保管しなければならないこと。
⑷　清水町補助金等交付規則及び清水町減災化推進事業費補助金交付要綱を遵守すること。
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